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第10章 雑則

　(細則)

第54条

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 ISHIGAMI MA ANGELINA QUIMBO

副理事長 MIKI CARLITA JANIOLA

副理事長 TEODORO ANA MARGARITA JAMANDRON

副理事長 DEL ROSARIO MICHELLE AQUINO

監事 GEDE MERY GRACE DEL ROSARIO

3

4

5

6

(1) 正会員入会金 1,000円

     正会員年会費 5,000円

(2) 賛助会員入会金 500円

     賛助会員年会費 3,000円

附則 この定款は認証の日(令和 4 年  3 月 3 日)から施行する。

附則 この定款は認証の日(令和    年    月    日)から施行する。

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを
定める。

この法人の設立当初の役員の任期は、第15 条第１項の規定にかかわらず、成立
の日から平成32年6月30日までとする。

この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43 条の規定にかかわら
ず、設立総会の定めるところによるものとする。

この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から
平成31年4月30日までとする。

この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲
げる額とする。

附則 特定非営利活動法人FSCAMA定款第8条により、会員は総会において別に定め
る入会金及び会費を納入しなければならないこととなっているが、当分の間は入
会金及び会費を免除する。


